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問　

第
６
回
線
引
き
見
直
し
で

進
め
て
き
た
深
谷
落
合
地
区
の
特

定
保
留
区
域
の
指
定
は
、
権
利
者

の
合
意
形
成
が
困
難
と
の
理
由
か

ら
見
送
ら
れ
た
。
そ
の
後
の
市
の

中
間
報
告
に
よ
る
と
、
今
後
は
第

７
回
線
引
き
見
直
し
で
、
こ
れ
ま

で
目
指
し
て
き
た
特
定
保
留
区
域

で
は
な
く
、
一
般
保
留
区
域
の
指

定
へ
向
け
、落
合
・
吉
岡
地
区
に
名

備
の
見
通
し
が
立
た
な
か
っ
た
こ

と
か
ら
、
特
定
保
留
区
域
の
指
定

を
見
送
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

第
７
回
線
引
き
見
直
し
で
は
、
区

域
や
面
積
、
対
象
権
利
者
を
特
定

し
な
い
一
般
保
留
区
域
の
指
定
を

目
指
し
、
現
在
、
県
と
調
整
し
て

い
る
。
名
称
変
更
は
、
住
居
表
示

に
よ
り
区
域
内
の
大
字
に
深
谷
が

存
在
し
な
く
な
っ
た
こ
と
や
、
吉

岡
の
名
称
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
反
映
さ
れ
て
い
な
い
状
況
を
解

消
す
る
た
め
見
直
し
た
も
の
で
あ

る
。
ま
た
、吉
岡
西
部
地
区
は
、県

開
発
審
査
会
の
提
案
基
準
に
よ
る

建
築
物
の
用
途
や
土
地
収
用
法
な

ど
の
現
行
法
令
範
囲
内
で
土
地
利

用
の
誘
導
を
図
っ
て
い
き
た
い
。

二
見　

昇

称
変
更
す
る
こ
と
と
併
せ
、
県
と

の
調
整
を
進
め
て
い
る
と
の
こ
と

で
あ
る
が
、
そ
の
理
由
は
。ま
た
、

同
様
に
特
定
保
留
区
域
の
指
定
を

目
指
し
て
い
た
吉
岡
西
部
地
区 

も
、
市
街
化
調
整
区
域
の
ま
ま
土

地
利
用
を
進
め
る
と
方
針
が
変
更

さ
れ
た
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
で

き
る
の
か
疑
問
だ
が
、
ど
の
よ
う

な
根
拠
法
令
に
基
づ
く
の
か
。

　

答　

深
谷
落
合
地
区
は
、
権
利

者
合
意
形
成
の
醸
成
や
市
街
地
整

第
７
回
線
引
き
見
直
し
に
向
け

中
間
報
告
の
内
容
と
方
向
性
は

担
も
大
き
く
な
っ
て
い
る
こ
と
は

把
握
し
て
い
る
。
課
題
解
決
と
参

加
率
向
上
に
は
、
各
自
治
会
で
特

色
あ
る
事
業
の
開
催
方
法
な
ど
を

検
討
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ

て
お
り
、市
と
し
て
も
、健
康
と
長

寿
を
お
祝
い
し
元
気
に
暮
ら
し
て

い
た
だ
け
る
よ
う
、
で
き
る
限
り

支
援
し
て
い
き
た
い
。
ま
た
、
児

童
・
生
徒
が
高
齢
者
と
交
流
す
る

こ
と
は
、感
謝
や
尊
敬
、思
い
や
り

の
心
を
育
む
良
い
機
会
と
考
え
て

お
り
、
学
校
が
教
育
を
実
施
す
る

た
め
に
使
用
す
る
時
を
除
き
、
土

日
祝
日
に
学
校
施
設
を
利
用
す
る

敬
老
会
の
開
催
は
可
能
で
あ
る
。

（
ほ
か
に
「
交
通
事
故
死
者
ゼ
ロ

運
動
に
つ
い
て
」
を
質
問
）

新
政
会　
　
　
　

青
�　

愼

ど
う
考
え
て
い
る
の
か
。
ま
た
、

高
齢
者
と
児
童
と
の
世
代
間
交
流

は
、
高
齢
者
が
元
気
に
暮
ら
す
た

め
の
生
き
が
い
と
な
る
。
将
来
的

に
は
、
敬
老
会
の
中
で
太
鼓
や
歌

な
ど
を
通
じ
て
児
童
と
楽
し
く
交

流
で
き
る
よ
う
、
先
生
方
に
負
担

の
な
い
平
日
に
学
校
施
設
を
貸
し

出
す
こ
と
は
で
き
な
い
か
。

　

答　

敬
老
会
の
会
場
が
手
狭
に

な
っ
て
い
る
こ
と
や
準
備
に
当
た

る
自
治
会
の
人
手
不
足
、
費
用
負

敬
老
会
の
課
題
や
参
加
率
向
上

対
策
を
ど
う
考
え
て
い
る
の
か

　

問　

敬
老
会
は
各
自
治
会
が
工

夫
を
凝
ら
し
、
文
化
会
館
小
ホ
ー

ル
や
地
区
セ
ン
タ
ー
な
ど
で
開
催

し
て
い
る
。
毎
年
、
敬
老
会
の
対

象
と
な
る　

歳
以
上
の
方
や
補
助

７５

金
は
増
え
て
い
る
も
の
の
、
参
加

は
対
象
者
全
体
の
約
４
分
の
１
に

留
ま
っ
て
い
る
。
よ
り
多
く
の
参

加
が
望
ま
れ
る
中
、
開
催
に
当
た

っ
て
の
課
題
や
参
加
率
向
上
策
を

「あやせ市議会だより」は、直接お届けしています
　あやせ市議会だよりは、市シルバー人材センターの会員
が配布しています。
　お手元に届かない場合は、同センター（1７０－３０８８）へ
ご連絡ください。

次号は、改選期のため議員紹介と併せて、
６月１日に発行します。

●　

月
１１

　

日　

議
会
全
員
協
議
会
・
議
会

２０

運
営
委
員
会
・
議
会
改
革

検
討
協
議
会

　

日　
　

月
定
例
会
本
会
議
（
初

２７

１２日
）
・
議
会
運
営
委
員
会 

・
議
会
全
員
協
議
会

●　

月
１２

１
日　

市
民
福
祉
常
任
委
員
会

２
日　

経
済
建
設
常
任
委
員
会

３
日　

総
務
教
育
常
任
委
員
会

５
日　

基
地
対
策
特
別
委
員
会

　

日　
　

月
定
例
会
本
会
議
（
第

１０

１２２
日
）

　

日　
　

月
定
例
会
本
会
議
（
第

１１

１２３
日
）・
議
会
運
営
委
員
会

　

日　
　

月
定
例
会
本
会
議
（
最

１６

１２終
日
）
・
議
会
運
営
委
員

会
・
議
会
全
員
協
議
会
・

議
会
報
編
集
委
員
会

●
１
月

　

日　

議
会
全
員
協
議
会

２０
　

日　

議
会
報
編
集
委
員
会
・
県

２８

央
八
市
議
会
議
員
合
同
研

修
会
（
伊
勢
原
市
民
文
化

会
館
）

　

委
員
会
で
は
、
優
れ
た
施
策
を

市
政
に
反
映
さ
せ
る
た
め
、
先
進

地
な
ど
を
視
察
し
て
、
特
定
事
項

に
つ
い
て
情
報
を
収
集
し
、
専
門

的
知
識
を
深
め
て
い
ま
す
。

　

視
察
内
容
の
詳
細
は
、
議
会
事

務
局
で
閲
覧
で
き
ま
す
。

●
議
会
運
営
委
員
会

委
員
会
の
行
政
視
察

視
察
日
程
・　

月
６
日
〜
７
日

１１

【
大
分
県
大
分
市
】

▽
議
会
改
革
に
つ
い
て

　本会議中の議場の様子をそのまま公開する「生中継」と、過去の
本会議から見たい場面を検索する「録画中継」を配信しています。

① 市議会ホームページにアクセスします。
② 本会議インターネット中継 をクリックします。
③ 本会議インターネット中継（別ウィンドウが開きます） をクリックします。
④ 《生中継》《録画中継》のどちらを見るか選択

⑤ 見たい定例会・臨時会と開催日を選択

⑥ 見たい映像を選択
　 見たい映像の  � 再生  ボタンをクリックすると、録画中継が視聴できます。

定例会・臨時会名 をクリック
 → 開催日 から視聴したい日程
をクリックします。
�検索画面へ  をクリックし、
議員名などからの検索もできま
す。

市市市市市市市市市市議議議議議議議議議議会会会会会会会会会会本本本本本本本本本本会会会会会会会会会会議議議議議議議議議議のののののののののの様様様様様様様様様様子子子子子子子子子子ををををををををををイイイイイイイイイインンンンンンンンンンタタタタタタタタタターーーーーーーーーーネネネネネネネネネネッッッッッッッッッットトトトトトトトトトでででででででででで！！！！！！！！！！市議会本会議の様子をインターネットで！

大
分
市
役
所
に
て

≪生中継≫

本会議開催中に  � 生中継を見る  を
クリックすると、視聴できます。
≪録画中継≫

�録画中継を見る  をクリックし、
次に進みます。

※録画中継は、生中継終了後４日程度
（土・日・祝日除く）でご覧になれます。

公
職
選
挙
法
に
よ
る
禁
止
行
為

　

議
員
が
市
民
に
対
し
、
お
金
や
物
を
贈
る
こ
と 

は
、
公
職
選
挙
法
で
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
市
民
が
議
員
に
対
し
寄
付
を
求
め
る
こ
と

も
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

◇
議
員
の
寄
付
禁
止

◇
議
員
へ
の
寄
付
勧
誘
・
要
求
の
禁
止

　

議
員
は
市
民
に
対
し
、
答
礼
の
た
め
の
自
筆
に
よ

る
も
の
を
除
き
、
年
賀
状
、
暑
中
見
舞
状
な
ど
の
時

候
の
あ
い
さ
つ
状
（
電
報
な
ど
も
含
ま
れ
ま
す
）
を

出
す
こ
と
は
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

◇
時
候
の
あ
い
さ
つ
状
な
ど
の
禁
止

　

こ
れ
ら
に
違
反
す
る
と
罰
せ
ら
れ
ま
す
。

　

市
民
の
皆
さ
ま
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い 

し
ま
す
。

議

会

の

動

き


